身体拘束適正化委員会設置規程
1. 設置の目的
身体拘束は原則として禁止されており、身体拘束は、人権擁護の観点から問題があるだけではなく、拘束される高齢者の QOL（生活の質）を根本から損なう危険性があります。利用者の人権を保障しつつケアを行うという基本姿勢に立ち「身体拘束ゼロ」を目指して取り組むことを目的とする。

２．委員会の検討、調整事項
(1)生活状態の把握と分析に関すること。
(2)代替的な方法の検討に関すること。
(3)緊急やむを得ない場合の対応に関すること。
(4)身体拘束を必要としない状態の実現に関すること。
(5)施設設備・生活環境の整備に関すること。

３．委員会の構成
委員会の構成は、以下のとおりとする。
	委員長
	伊藤　晴康（株式会社 貴盛　ＣＯＯ）

	委員
	勝山　浩一（児童発達支援管理責任者/管理者）
保育士、児童指導員、、指導員等


その他必要と思われる職にある者を加えることができる。

４．委員会の議長
（１）委員会の議長は、委員長が行う。
（２）委員長が出席できない場合は、あらかじめ議長が指名した委員が代行する。

５．委員会の開催
 委員会の開催は、原則年2回とする。

6．その他
この委員会の運営に関し、この規程に定めのない事項について必要な事項が生じた
場合は、委員長が別に定める。

（附則）
この規程は、令和７年 １０ 月 1 日から施行する。
